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第 1 章  一般事項1 

1.1  設計指針の趣旨2 

1 設計指針作成の経緯 3 
我が国の農業では、担い手の減少・高齢化の進行等による労働力不足等が問題となっており、作業4 

の省力化・効率化、人手の確保は喫緊の課題である。農業が持続的に発展し、食料等の農産物の安定5 
供給及び国土保全等の多面的機能の発揮という役割を果たしていくためには、良好な営農条件を備え6 
た農地、農業水利施設等について、中長期的な視点に立ち適切に保全管理していく必要がある。7 
これに対し、令和６年には食料・農業・農村基本法（平成 11 年法律第 106 号）が制定以来初めて8 

改正され、これを受けて新たな「食料・農業・農村基本計画」（令和７年４月閣議決定）の策定、土地9 
改良法（昭和 24 年法律第 195 号）の改正が相次いで行われ、さらに、「第１次国土強靭化実施中期計10 
画」（令和７年６月閣議決定）の策定が行われた。加えて、「経済財政運営と改革の基本方針 2025」（令11 
和７年６月閣議決定）には、新たな食料・農業・農村基本法に基づく初動５年間の農業構造転換集中12 
対策期間において、コストの徹底的な低減に向けた農地の大区画化等を集中的・計画的に推進できる13 
よう、機動的・弾力的な対応により別枠で必要・十分な予算を確保し、施策の充実強化・見直しを行14 
うことが位置付けられた。15 
これら情勢の変化と政策の大きな転換を的確に捉え、今後の土地改良事業の基本的な方向性を明確16 

に示すとともに、農業・農村の豊かな未来に向け、農業構造転換集中対策期間で実施する具体的な対17 
策を位置付けるものとして、令和７年９月に新たな土地改良長期計画が策定された。同計画では政策18 
目標に「農地の集積・集約化及びスマート農業の推進に向けた基盤整備による生産コストの低減」、19 
「国内の需要等を踏まえた生産の拡大」を挙げており、平坦地においては、１ha 以上の区画を基本と20 
する農地の大区画化等、大区画化が困難な中山間地域等においては管理作業の省力化に資する基盤整21 
備等を推進し、農地の集積・集約化やスマート農業技術の導入推進に取り組むとともに、水田の汎用22 
化・畑地化、畑地・樹園地の高機能化により、国内の需要等を踏まえた生産の拡大に取り組むことと23 
している。重要業績指数（KPI）としては、「大区画化等の基盤整備実施地区における、担い手の米生24 
産コストの労働費削減割合６割以上」、「基盤整備着手地区において、スマート農業の実装を可能とす25 
る基盤整備を行う地区の割合 10 割」等を挙げ、令和７年度から令和 11 年度までの事業量について26 
は、水田の基盤整備を約９万 ha、うち水田の大区画化（１ha 以上）を約６万 ha 及び水田の汎用化を27 
約６万 ha 行う等としている。 28 
水田のほ場整備に係る基準については、昭和 52 年に土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 計29 

画「ほ場整備（水田）」基準書・技術書（以下「計画基準「ほ場整備（水田）」」という。）が制定され、30 
以降平成 12 年及び平成 25 年の改定を経ている。また、ほ場整備の設計については、土地改良事業標31 
準設計「第 11 編 ほ場整備」（以下「標準設計「ほ場整備」」という。）が平成 3 年に制定されている。32 
しかしながら、標準設計は、設計積算業務の効率化・省力化・適正化を目的に、利用頻度の高い標準33 
的な施設について個別に詳細な設計を行わずとも、施設の目的とする機能・安全性及び経済性が確保34 
できるように、標準的な設計手法や計算事例の解説と合わせて図面集を整備するものである。標準設35 
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計「ほ場整備」制定当時は 30a 区画への整備を速やかに推進していくことが求められており効果的で1 
あった。しかしながら、現在は現地の状況に合わせて、生産コストの低減や管理作業の省力化等に資2 
する整備内容を個別に検討していく必要があり、標準的な設計手法を示すのでは不十分となっている。3 
そのため、今般、標準設計「ほ場整備」を廃止し、標準的な設計手法や基準ではなく、ほ場の大区画4 
化、汎用化、先端技術を活用したスマート農業の導入、維持管理の負担軽減、農作業の安全性に配慮5 
した設計手法等、今後の整備に効果的である先進的な事項・事例を盛り込んだ参考資料とするため、6 
本設計指針を新たに策定した。 7 

 8 
2 指針の目指す方向 9 

本指針は土地改良長期計画での政策目標や KPI 等の達成等に向けて活用されることを期待して、10 
とりまとめたものである。我が国の農業が直面する課題に対し、20 年後の我が国の農業構造にも対応11 
できるよう、生産性を抜本的に向上させ、将来にわたって食料自給率を確保する観点から、担い手へ12 
の農地の集積・集約化、農地の大区画化等を推進していく必要がある。一方、地形的な制約により大13 
区画化に限界のある中山間地等においては、多様な人が住み続けられる農村の振興を目指し、地域の14 
特色を活かした農業の維持・発展を図るため、条件不利性の改善に必要なほ場整備や情報通信環境等15 
の整備を進めるともに、ほ場周りの管理作業の省力化を進めていくことが求められる。 16 
また、営農・施設維持管理へのロボットや ICT の活用、農作業における安全性向上、流域治水への17 

水田の活用等を目指す必要がある。加えて、整備コスト及び維持管理コストの低減の観点から、大区18 
画化された水田における用排水路、農道等の適切な配置についても検討が必要である。 19 
なお、全国の水田のうち約 7 割は 30a 程度以上の区画に整備済（令和５年 3 月時点）であり、こう20 

した地区は担い手への農地集積も進んできている。このため、今後のほ場整備はこれらの地区におけ21 
る大区画化を指向した再整備が主体になるものと考えられる。 22 
さらに、農業農村整備事業の現場を支える建設業界においては高齢化等による人手不足が急速に進23 

行しており、また、令和６年４月から時間外労働の上限規制が適用されたこともあり、建設現場の生24 
産性向上が不可欠である。加えて、農業競争力強化や国土強靱化に資する農業農村整備を人口減少社25 
会において着実に実施していくためには、農業農村整備に係る一連のプロセス全体の業務合理化が必26 
要である。 27 
こうした課題の解消に向けて、農業農村整備においても情報化施工の導入を進める必要があり、農28 

林水産省では、ガイドラインの整備や国営事業での工事入札時の企業評価での加点による導入業者へ29 
のインセンティブ付与等により、活用拡大を図っているところであるが、さらに、情報化施工技術で30 
用いられる３次元データを施工段階以外の建設プロセス（調査設計、施設管理、災害復旧）及び営農31 
段階においても活用する BIM／CIM に取り組むことで、生産性向上の相乗効果を創出することが期32 
待されている。  33 
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1.2  設計指針の運用 1 

設計指針は、一般に技術基準が構築されていない施設等を設計する際の参考資料として整備される2 
もので、本指針では、水田（畑利用を含む）のほ場整備の設計を行うために必要な調査、設計及び施工3 
についての手法や、配慮すべき事項を取りまとめた。 4 
ほ場整備は地区ごとに種々の条件が異なるため、画一的に設計を行うことは難しい。前項でも述べ5 

たように、大区画ほ場整備の推進が可能な平坦地とそれが困難な中山間地域等とでは、行うべきほ場6 
整備の内容が異なり、各地区の実情や事業構想段階に関係者で得られた合意等に応じて、本指針の考7 
え方に準じて技術的、経済的な検討を加える必要がある。その観点において、新たな土地改良長期計画8 
で目指すべきとされた１ha 以上を想定した大区画を対象とした設計については、第４章「大区画ほ場9 
整備の設計」を参照されたい。一方、50a 程度区画や中小区画、中山間地域や傾斜地等のほ場整備の設10 
計については、第３章「ほ場整備の設計」を参照されたい。 11 
また、本指針では、地形勾配が 1/100 未満を「平坦地」、1/100 以上 1/20 未満を「傾斜地」、1/20 以12 

上を「急傾斜地」とする。  13 
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1.3  関係法令の遵守 1 

ほ場整備の設計及び施工に当たっては、工事及び環境条件に関する規制等関連する法令を遵守しな2 
ければならない。 3 

ほ場整備事業に関する法令のうち主なものは、次のとおりである。 4 
① 砂防法（明治30年法律29号） ② 労働基準法（昭和22年法律49号） 
③ 測量法（昭和24年法律188号） ④ 建築基準法（昭和25年法律201号） 
⑤ 文化財保護法（昭和25年法律214号） ⑥ 道路法（昭和27年法律180号） 
⑦ 地すべり等防止法（昭和33年法律30号） ⑧ 宅地造成及び特定盛土等規制法 

（昭和36年法律第191号） 
⑨ 電気事業法（昭和39年法律170号） ⑩ 河川法（昭和39年法律167号） 
⑪ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

（昭和44年法律57号） 
⑫ 労働安全衛生法（昭和47年法律57号） 

⑬ 電気通信事業法（昭和59年法律86号） ⑭ 鉄道事業法（昭和61年法律92号） 
⑮ 環境基本法（平成5年法律91号） ⑯ 土壌汚染対策法（平成14年法律53号） 

 5 
上記以外の法令や、各自治体で条例が定められている場合もあることに留意する。 6 
上記法令のうち、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）においては、宅地造成等7 

に伴う災害の発生のおそれがないと認められる工事（土地改良事業に係る工事を含む。）は都道府県知8 
事等による許可を不要としている。ただし、当該工事区域外における同法の規制区域内の土地に、当該9 
工事で発生する残土を盛土する場合又は当該工事で使用する土砂等を仮置きする場合は、同法の規制10 
対象となるため留意が必要である。 11 
また、ほ場整備事業と密接に関連する道路法、河川法、砂防法及び文化財保護法の概要は次のとおり12 

である。 13 
 14 

1 道路法 15 
道路協議に当たっては、道路横断構造物等の設計に使用する荷重条件、その他の基準類等について16 

道路管理者の確認が必要である。 17 
 18 

表-1.3.1 道路法の概要 19 
法令種別 概 要 適 用 範 囲 協 議 名 称 

道路法 24条 道路管理者以外の者は、道路に関する工事

の設計及び実施計画について、道路管理者

の承認を受けて道路に関する工事又は道路

の維持を行うことができる。 

取付工事を要する

場合（交差点等） 
工事施工協議 

 32条 道路に工作物、物件又は施設を設け継続し

て道路を使用しようとする場合には、道路

管理者の許可を受けなければならない。 

土地を占用する場

合（道路横断構造

物等） 

占用協議 
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2 河川法及び砂防法 1 
河川協議に当たっては、河川法に基づく諸法令の他、「河川法関係事務取扱いについて」（昭和40年2 

6月19日・40農地A第1200号）、「河川法制定に関する覚書」（昭和38年5月24日）、「河川協議関係事務3 
の取扱いについて」（昭和51年11月24日構造改善局計画部技術課）等の通達により進めなければなら4 
ない。 5 
実際の協議に際しては、「農業農村整備事業のための河川協議の実務」（農業水利研究会）等を参照6 

する。 7 
 8 

表-1.3.2 河川法及び砂防法の概要 9 
法令種別 概 要 適 用 範 囲 協 議 名 称 

河川法 23条 河川の流水を占用しようとする者は、河川

管理者の許可を受けなければならない。 
流水の占用をする

場合 
流水の占用協

議 
 24条 河川区域内の土地を占用しようとする者

は、河川管理者の許可を受けなければな

らない。 

土地を占用する場

合 
土地の占用協

議 

 26条 河川区域内の土地において、工作物を新築

改築又は除去しようとする者は、河川管理

者の許可を受けなければならない。 

工作物の新築、改築

及び除去 
工作物新築等

の協議 

 27条 河川区域内の土地において土地の形状を

変更する行為又は竹木の伐採をしようと

する者は河川管理者の許可を受けなけれ

ばならない。 

土地の掘削等 土地の掘削等

に関する協議 

 55条 河川保全区域内において土地の掘削、形状

の変更、工作物の新築又は改築をしようと

する者は、河川管理者の許可を受けなけれ

ばならない。 

保全区域での行為 保全区域に関

する協議 

 95条 国が行う事業に関わる、上記に示す条文等

の規定の適用については、国と河川管理者

との協議が成立することをもって、これら

の規定による許可、登録又は承認があった

ものとみなす。 

国が行う事業にお

ける規定 
河川の使用等

に関する国の

特例 

砂防法 県規則 砂防指定地区内において、一定の行為をし

ようとする者は、知事の許可を受けなけれ

ばならない。 

砂防指定地内の行

為 
砂防指定地内

行為協議 

 県規則 砂防設備を占用、使用等する者は、知事の

許可を受けなければならない。 
砂防指定地内の占

有 
砂防指定地内

占有協議 
 10 
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3 文化財保護法 1 
埋蔵文化財包蔵地として周知されている場所においてほ場整備事業を実施する場合、あるいは遺跡2 

等と認められるものを発見した場合には、「文化財保護法」（昭和25年5月30日付け法律第214号）並び3 
に「文化財保護法の一部改正に関する覚書」（昭和50年5月23日付け50構改A741号、庁保管第111号、4 
農林省構造改善局長、文化庁長官）の趣旨を尊重し、当該事業の計画的かつ円滑な実施のため文化財5 
保護担当部局と連絡調整を図り、必要な措置を講ずる（図-1.3.1）。 6 

 7 
〔周知の埋蔵文化財包蔵地において工事を行う場合〕 8 

 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 

〔工事等の実施中遺跡を発見した場合〕 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 

図-1.3.1 埋蔵文化財に係る手続  23 

④協議（第 94 条第 3 項） 

③協議を求める旨の通知（第 94 条第 2 項） 
又は保護上必要な勧告（第 94 条第 4 項） 

②通知（第 94 条第 1 項） 

①事前協議（法的根拠はないが手続の円滑化） 国

の

機

関

等 

文

化

庁 

②協議を求める旨の通知（第 97 条第 2 項） 
又は保護上必要な勧告（第 97 条第 4 項） 

①遺跡と認められるものを発見した通知（第 97 条第 1 項） 国

の

機

関

等 

文

化

庁 

③協議（第 97 条第 3 項） 
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1.4  関連事業等 1 

ほ場整備事業は、地域全体に係る総合事業的性格を有するため、他事業との調整を要することが多2 
い。このため、計画の策定に当たっては、各種他事業との関連を明確にし、地区内に他事業等の実施計3 
画がある場合には、それらとの相互関係を検討し、どちらにも機能面で障害が発生することのないよ4 
う、事業内容等について事業主体及び関係機関との間で事前に協議及び調整を行わなければならない。5 
また、事業等を一体的に行うことにより、手戻りの発生を防げるほか、用地取得に関わる手続も容易に6 
なるため、事業実施スケジュール等も併せて調整する。 7 
関連事業等との調整に当たって留意すべき点は、次のとおりである。 8 

1 農業農村整備事業 9 
国、県営等のかんがい排水事業の末端においてほ場整備事業を計画する際には、上位のかんがい排10 

水事業との施工時期について十分調整し、手戻り等が生じないようにしなければならない。また、土11 
地利用、用排水計画の諸元等については整合性のとれたものでなければならない。かんがい排水事業12 
以外の農業農村整備事業における農道、用排水路等の取扱いについては、施工区分、施工位置、用地13 
の生み出し方法等を明らかにしておく必要がある。 14 

2 河川改修事業 15 
地区内の河川を国土交通省所管の河川改修事業等により改修することが予定されている場合には、16 

その内容（計画高水位及び高水量、法線、断面等）、施工時期、既存及び新規の土地改良施設（用排水17 
施設、農道橋等）の取扱い、用地の生み出し方法、アロケーション等ほ場整備事業との関連を明確に18 
し、十分調整を図らなければならない。 19 

3 道路改修事業 20 
２に準じて扱うものとする。なお、地区内に不整形田が生じないよう極力調整するとともに、農道21 

を横断する道路、用排水路及び側道の負担について必要な調整を行うものとする。 22 
4 その他の事業等 23 

地区内外におけるその他の事業等との調整等を図り、地域の開発構想に即したものとする必要があ24 
る。 25 

 26 
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農林水産省農村振興局：土地改良事業計画設計基準・設計「農道」（令和 6 年 3 月） 29 
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